
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年２月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３門第１１０号 

事故等種類 運航不能（燃料供給不能） 

発生日時 平成２５年９月３日 ２０時２０分ごろ 

発生場所 鹿児島県南大隅町佐多岬西方沖 

佐多岬灯台から真方位２６７°７.０海里付近 

 （概位 北緯３０°５９.２′ 東経１３０°３１.６′） 

事故等調査の経過  平成２５年９月６日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（門司事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第二十庄
しょう

栄
えい

丸、１９トン 

   ２９２－３８６８８鹿児島、米盛建設株式会社 

Ｂ 起重機船 第８０１庄
しょう

運
うん

、１,５５３トン 

   なし、米盛建設株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、作業員７人を乗せたＢ船を引

き、佐多岬西方沖を北進中、大時化
し け

で甲板に波が打ち込む状況下、平

成２５年９月３日２０時２０分ごろ両舷主機が停止した。 

船長Ａは、両舷主機の始動を試みたが、回転が上昇せず、また、し

ばらくすれば、停止することを繰り返すので、２１時１０分ごろ海上

保安庁に救助を要請し、その後、Ｂ船が圧流されてＡ船が傾くため、

危険を感じてえい
．．

航索を切断した。 

Ａ船及びＢ船は、来援した巡視船にえい
．．

航されて鹿児島県鹿児島市

鹿児島港に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 東南東、風速 約１７.０m/s 

海象：うねり 波高約３ｍ 

 本インシデント当時、海上暴風警報が発表されており、また、台風

１７号が、鹿児島県屋久島町屋久島西方沖を２０km/h に増速しなが

ら、北東進中であった。 

 その他の事項 

 

 Ａ船及びＢ船は、９月３日１６時００分ごろ鹿児島県三島村竹島港

を鹿児島県指宿
いぶすき

市山川港に向けて出港し、船長Ａは、出港時、奄美大

島西方沖を台風１７号が接近中であったが、台風の速度も１０km/h と

遅く、風力が２～３程度、波高が約１.５ｍであり、山川港までは近

いので、航行が可能であると思っていた。 

Ａ船は、本インシデント後、燃料油タンク、主機燃料油系統の配管



 

等に海水の混入が認められた。 

燃料油タンクのエア抜き管は、甲板上に設置され、本インシデント

後、同エア抜き管の中に設けられたディスクフロート等に異常がない

ことが確認された。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本船は、台風１７号の接近により、甲板に波が打ち込む状況で佐多

岬西方沖を航行中、燃料油タンクのエア抜き管から同タンクに海水が

入り、主機へ海水の混入した燃料油が供給されたことから、主機が停

止し、運航不能となったものと考えられる。  

原因  本インシデントは、夜間、本船が、台風１７号の接近により、甲板

に波が打ち込む状況で佐多岬西方沖を航行中、燃料油タンクのエア抜

き管から同タンクに海水が入り、主機へ海水の混入した燃料油が供給

されたため、主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶は、海上暴風警報が発表されているときには、出港を控

えること。 

・台風は、本土に接近すれば、急に増速することが多いので、注意

すること。 

・燃料油タンク等のエア抜き管には、ボールフロート式を採用する

等により、海水が入ることを防止する措置を講じることが望まし

い。 

 

 


